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○福井市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成１７年１０月２５日 

規則第９１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福井市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１７年福井市条例第

２６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（福井市本町通り地下駐車場の利用） 

第２条 福井市本町通り地下駐車場（以下「地下駐車場」という。）の利用は、次に掲げる方法に

より行わなければならない。 

(1) 地下駐車場に入庫しようとするときは、表示灯の誘導に従い車室へ侵入し、係員の機械操作に

より入庫し、駐車券を受け取ること。 

(2) 地下駐車場から出庫しようとするときは、駐車券を精算機に挿入して、地下駐車場の利用に係

る料金を支払い、係員の機械操作により出庫すること。ただし、定期駐車の方法により駐車す

る場合は、定期駐車券を精算機に挿入して、係員の機械操作により出庫すること。 

２ 条例第１０条の規定による指定を受けて自動車駐車場の管理を行うもの（以下「指定管理者」

という。）は、地下駐車場を利用する者の求めに応じて、精算機により領収書を発行する。 

３ 前２項に規定するもののほか、地下駐車場の利用の方法及びその周知の仕方については、指定

管理者が、あらかじめ市長と協議して定める。 

（福井市大手駐車場及び福井市大手第２駐車場の利用） 

第３条 福井市大手駐車場及び福井市大手第２駐車場（以下「大手駐車場等」という。）の利用は、

次に掲げる方法により行わなければならない。 

(1) 大手駐車場等に入庫しようとするときは、大手駐車場等の入口で駐車券を受け取ること。ただ

し、定期駐車の方法により駐車する場合は、定期駐車券を大手駐車場等の入口で提示して入庫

すること。 

(2) 大手駐車場等から出庫しようとするときは、大手駐車場等の出口で駐車券を提示して、大手駐

車場等の利用に係る料金を支払うこと。ただし、定期駐車の方法により駐車する場合は、定期

駐車券を大手駐車場等の出口で提示して出庫すること。 

２ 指定管理者は、大手駐車場等を利用する者の求めに応じて、領収書を発行する。 

３ 前２項に規定するもののほか、大手駐車場等の利用の方法及びその周知の仕方については、指
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定管理者が、あらかじめ市長と協議して定める。 

（指定管理者の指定の申請） 

第４条 条例第１３条の規定による指定管理者の指定（以下「指定」という。）の申請は、福井市

自動車駐車場指定管理者指定申請書（様式）により行うものとする。 

２ 条例第１３条の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。 

(1) 指定を受けようとする期間内における各自動車駐車場ごとの各事業年度の事業計画書 

(2) 指定を受けようとする期間内における各自動車駐車場ごとの各事業年度の収支予算書 

(3) 指定を受けようとする法人その他の団体（以下「申請法人等」という。）の定款その他これに

類する書類 

(4) 法人にあっては、申請法人等の登記事項証明書 

(5) 法人にあっては、指定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度に係る法人税、消費税及

び法人の市民税の納税証明書等の未納がないことを確認することができる書類 

(6) 指定の申請をする日の属する事業年度前２事業年度分の財務諸表 

(7) 自動車駐車場の管理及び運営に関する業務に類似する業務を行ったことがある申請法人等に

あっては、直近の当該業務の実績を記載した書面 

（事故等による損害の責任） 

第５条 自動車駐車場において、天災その他の不可抗力により生じた損害及び自動車相互の接触、

盗難等市の責めによらないで生じた損害については、市は当該損害の責めを負わない。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、福井市自動車駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（福井市駐車場条例施行規則の一部改正） 

２ 福井市駐車場条例施行規則（昭和４５年福井市規則第２５号）の一部を次のように改める。 

（次のよう略） 

附 則（平成１８年規則第１５０号の２） 

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。 
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附 則（平成２０年規則第３９号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２２年規則第５６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年１月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ 改正前の福井市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式により作成さ

れた用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２６年１０月２３日規則第５７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年１１月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ 改正前の福井市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式により作成さ

れた用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２９年１２月８日規則第５６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ 改正前の福井市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式により作成さ

れた用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成３１年１月３０日規則第６号） 

この規則は、平成３１年２月１日から施行する。 

附 則（令和２年５月２１日規則第６９号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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様式（第４条関係） 

 


